
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令　

新
旧
対
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

３

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

４

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

６

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
（
第
五
条
関
係
）

８
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○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
十
二
条
の
二

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
車
両
は
、
次
に

第
三
十
二
条
の
二

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
車
両
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
第
二
号
に
掲
げ
る
車
両
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
四
項
の
規
定

掲
げ
る
も
の
（
第
二
号
に
掲
げ
る
車
両
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
車
両
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
標
章
が
掲
示
さ

に
よ
り
当
該
車
両
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
標
章
が
掲
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
災
害

（
新
設
）

応
急
対
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
車
両
に
係
る
前
項
の
確
認
に

つ
い
て
は
、
当
該
車
両
の
使
用
者
の
申
出
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は

正
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
よ
り
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

３

第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
公
安
委
員
会
は
、

２

前
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
公
安
委
員
会
は
、
当

当
該
車
両
の
使
用
者
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
標
章
及
び
証
明

該
車
両
の
使
用
者
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
標
章
及
び
証
明
書

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

５

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

４

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

九
条
の
警
戒
宣
言
に
係
る
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
大
規
模
地
震
対
策

九
条
の
警
戒
宣
言
に
係
る
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
大
規
模
地
震
対
策

特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
十
二
条

特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
十
二
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
と
、
同
条
第
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
と
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
標
章
及
び
証
明
書
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
標
章
及
び
証
明
書
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
標
章
及
び
証
明
書
と
み
な
す
。

交
付
さ
れ
た
標
章
及
び
証
明
書
と
み
な
す
。
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○

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
緊
急
輸
送
車
両
で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

（
緊
急
輸
送
車
両
で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地

（
新
設
）

震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
車
両
に
係
る
前
項
の

確
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
車
両
の
使
用
者
の
申
出
に
よ
り
、
警
戒
宣
言
が
発

せ
ら
れ
る
時
よ
り
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
公
安
委
員
会
は
、

２

前
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
公
安
委
員
会
は
、
当

当
該
車
両
の
使
用
者
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
標
章
及
び
証
明

該
車
両
の
使
用
者
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
標
章
及
び
証
明
書

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）
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○

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
な
い
自
動
車
）

（
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
な
い
自
動
車
）

第
二
条

法
第
七
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
二
条

法
第
七
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十

四

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）

条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
運
転
中
の
自
動

第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和

車
（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八

五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た

号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
原
子
力

自
動
車

災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第

五
号
に
規
定
す
る
緊
急
事
態
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
運
転
中
の
自
動

車
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九

十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害

対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
確
認
（
原
子
力
災
害
対
策
特

別
措
置
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の

を
含
む
。
）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す

る
地
震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
運
転
中
の
自
動
車
（
大
規
模
地

震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
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第
十
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
四

七

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
四

条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
戦
傷
病
者
手
帳
に
肢
体
不
自
由
の
程
度

条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
戦
傷
病
者
手
帳
に
肢
体
不
自
由
の
程
度

又
は
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
若
し
く
は
小
腸

又
は
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
若
し
く
は
小

の
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一

腸
の
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第

号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
又
は
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の

一
号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
又
は
別
表
第
一
号
表
ノ
三

第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で
で
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で

の
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で
で
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者

そ
の
戦
傷
病
者
手
帳
を
携
帯
し
て
い
る
も
の
が
運
転
し
て
い
る
自
動
車

で
そ
の
戦
傷
病
者
手
帳
を
携
帯
し
て
い
る
も
の
が
運
転
し
て
い
る
自
動
車
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○
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

第
八
条

原
子
力
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七

第
八
条

原
子
力
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七

年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ

年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規

読
み
替
え
ら
れ

読

み

替

え

る

字

句

読
み
替
え
る
規

読
み
替
え
ら
れ

読

み

替

え

る

字

句

定

る
字
句

定

る
字
句

（
略
）

（
略
）

第
二
十
条
の
三

災
害
が
発
生
し

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
（
原
子
力
災

第
二
十
条
の
三

災
害
が
発
生
し

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
（
原
子
力
災

第
一
号

、
又
は
発
生
す

害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
二

第
一
号

、
又
は
発
生
す

害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
二

る
お
そ
れ
が
あ

項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態
宣

る
お
そ
れ
が
あ

項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態
宣

る
場
合

言
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
二
項
に

る
場
合

言
を
い
う
。
）
が
あ
つ
た
時
か
ら
原

お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
時
か
ら

子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
（
同
条
第

原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
（
同
法

四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

解
除
宣
言
を
い
う
。
）
が
あ
る
ま
で

力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
を
い
う
。
）

の
間

が
あ
る
ま
で
の
間

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条
第

法
第
七
十
五
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二

第
三
十
一
条
第

法
第
七
十
五
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
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一
項

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

一
項

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
五
条

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
五
条

第
三
十
三
条
第

前
項

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
項

令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項

法
第
五
十
条
第

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二

二
項

十
六
条
第
二
項

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

災

害

が

発

生

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
前

し
、
又
は
正
に

発
生
し
よ
う
と

し
て
い
る
時
よ

り
前

（
略
）

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
の
手
続

（
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
の
手
続

等
）

等
）

第
三
十
九
条

法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
通
行
車
両
以
外

第
三
十
九
条

法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
通
行
車
両
以
外

の
車
両
の
道
路
に
お
け
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
の
手
続
、
同
項
の
政
令
で

の
車
両
の
道
路
に
お
け
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
の
手
続
、
同
項
の
政
令
で

定
め
る
車
両
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
災
害
対
策

定
め
る
車
両
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
災
害
対
策

基
本
法
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
に
つ
い

基
本
法
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
に
つ
い

て
は
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で

て
は
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で

（
第
三
十
三
条
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
第
三
十
三
条
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
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